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令和４年米子市議会１２月定例会議案 

 

令和４年１２月１日 
 

議案番号 案       件 主 管 課 説       明 

８４ 米子市市税条例等の一部を改正

する等の条例の制定について 

調 査 市税、使用料その他の市の歳入の納付環境の

整備の一環として、督促状を発した場合に徴収

している手数料の徴収を行わないこととするた

め、関係条例の整備を行うとともに、これに伴

い存続させる必要のない条例を廃止しようとす

るもの 

〔主な制定内容〕 

１ 次に掲げる条例について、督促手数料を

徴収する根拠としている規定又は表記を削

除することとする。 

⑴ 米子市市税条例 

⑵ 米子市国民健康保険条例 

⑶ 米子市道路の占用に関する条例 

⑷ 米子市準用河川占用料徴収条例 

⑸ 米子市法定外公共物管理条例 

⑹ 米子市営住宅条例 

⑺ 米子境港都市計画下水道事業受益者負
担に関する条例 

⑻ 米子市淀江町公共下水道事業負担金徴
収条例 

⑼ 米子市汚水処理場条例 

⑽ 米子市都市下水路条例 

⑾ 米子市農業集落排水施設条例 

⑿ 米子市農業集落排水事業分担金徴収条
例 

⒀ 米子市農業後継者育成資金給付条例 

⒁ 米子市介護保険条例 

⒂ 米子市公共下水道特別使用分担金徴収
条例 

⒃ 米子市後期高齢者医療に関する条例 

２ 今後、淀江町使用料、手数料その他諸収

入金督促手数料条例を根拠として徴収する

こととなる督促手数料は発生しないことか

ら、同条例を廃止することとする。 

資 料 １ 
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   ３ 次に掲げる条例が対象としているいずれ

の土地区画整理事業も既に清算が完了して

おり、今後、清算金に係る督促手数料を徴

収することはなく、また、これらの条例を

存続させておく必要はないことから、これ

らの条例を廃止することとする。 

⑴ 米子境港都市計画事業米子駅前西土地
区画整理事業施行規程に関する条例 

⑵ 米子境港都市計画事業皆生温泉環状線
沿道土地区画整理事業施行規程に関する
条例 

⑶ 米子境港都市計画事業米子駅境線加茂
町沿道土地区画整理事業施行規程に関す
る条例 

〔施行期日〕 

  令和５年４月１日（一部公布の日） 
 

８５ 米子市一般職の職員の給与に関

する条例及び米子市任期付職員

の採用及び給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例の制

定について 
 

職 員 令和４年８月８日の人事院勧告に基づく一般

職の国家公務員の給与改定に準じ、本市の一般

職の職員及び任期付職員について、期末手当及

び勤勉手当の支給割合を引き上げるとともに、

給料表を改定するため、所要の整備を行おうと

するもの 

〔主な改正内容〕 

Ⅰ 一般職の職員関係 

１ 給料月額の平均0.3パーセントの引上げ

（令和４年４月１日からの遡及適用） 

２ 令和４年12月期の勤勉手当の支給割合の

引上げ（令和４年12月１日適用） 

⑴ 再任用職員以外の職員 

   0.95月分→ 1.05月分（＋0.10月分） 

  ※年間での引上げ幅 

   1.90月分→ 2.00月分（＋0.10月分） 

⑵ 再任用職員 

   0.45月分→ 0.50月分（＋0.05月分） 

  ※年間での引上げ幅 

   0.90月分→ 0.95月分（＋0.05月分） 

３ 令和５年４月以降の勤勉手当の支給割合
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の見直し（令和５年４月１日施行） 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 

  ６月期 

   0.95月分→ 1.00月分（＋0.05月分） 

  12月期 

   1.05月分→ 1.00月分（▲0.05月分） 

  ※年間での支給割合（2.00月分）に変更

はない 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 

  ６月期 

   0.45月分→ 0.475月分（＋0.025月分） 

  12月期 

   0.50月分→ 0.475月分（▲0.025月分） 

  ※年間での支給割合（0.95月分）に変更

はない 

Ⅱ 特定任期付職員関係 

１ 給料月額（１号給1,000円）の引上げ

（令和４年４月１日からの遡及適用） 

２ 令和４年12月期の期末手当の支給割合の

引上げ（令和４年12月１日適用） 

   1.625月分→ 1.675月分（＋0.05月分） 

  ※年間での引上げ幅 

   3.25月分→ 3.30月分（＋0.05月分） 

３ 令和５年４月以降の期末手当の支給割合

の見直し（令和５年４月１日施行） 

  ６月期 

   1.625月分→ 1.65月分（＋0.025月分） 

  12月期 

   1.675月分→ 1.65月分（▲0.025月分） 

  ※年間での支給割合（3.30月分）に変更

はない 
 

８６ 米子市特別職の職員の給与に関

する条例及び米子市教育委員会 

職 員 令和４年８月８日の人事院勧告を踏まえた特

別職の国家公務員の給与改定に準じ、本市の特 
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教育長の給与等に関する条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

 
別職の職員及び教育長の期末手当の支給割合を

引き上げるため、所要の整備を行おうとするも

の 

〔改正内容〕 

１ 令和４年12月期の期末手当の支給割合の

引上げ（令和４年12月１日適用） 

   1.625月分→ 1.675月分（＋0.05月分） 

  ※年間での引上げ幅 

   3.25月分→ 3.30月分（＋0.05月分） 

２ 令和５年４月以降の期末手当の支給割合

の見直し（令和５年４月１日施行） 

  ６月期 

   1.625月分→ 1.65月分（＋0.025月分） 

  12月期 

   1.675月分→ 1.65月分（▲0.025月分） 

  ※年間での支給割合（3.30月分）に変更

はない 
 

８７ 米子市職員の退職手当の支給に

関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

職 員 本市の非常勤職員に対し、常勤職員とみなし

て退職手当を支給する場合における勤務日数に

関する要件について、国家公務員の取扱いに準

じて緩和することとするため、所要の整備を行

おうとするもの 

〔主な改正内容〕 

非常勤職員に対し、常勤職員とみなして退

職手当を支給する場合の要件として定める勤

務日数について、１か月間の日数が20日に満

たない日数の場合には、18日から20日と当該

日数との差に相当する日数を減じた日数（現

行：18日）以上とすることとする。 

〔施行期日〕 

  令和５年１月１日 
 

８８ 米子市の議会の議員及び長の選

挙における選挙運動の市費負担

に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
 

選挙管理

委員会事

務局 

公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院

議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に

関し、選挙運動用自動車の使用等の公営に要す

る経費に係る限度額が引き上げられたことに伴

い、米子市の議会の議員及び長の選挙における 
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選挙運動用自動車の使用等について市が負担す

る額の限度額を引き上げるため、改正しようと

するもの 

〔改正内容〕 

１ 選挙運動用自動車の使用に係る費用の基

準限度額に係る単価の引上げ 

⑴ 借入契約に係るもの 

   日額 １万5,800円 → １万6,100円 

⑵ 燃料供給契約に係るもの 

   日額 7,560円 → 7,700円 

２ ビラの作成に係る費用の基準限度額に係

る単価の引上げ 

   １枚当たり ７円51銭 → ７円73銭 

３ 掲示場用ポスターの作成に係る費用の基

準額の引上げ 

⑴ 単価基準額 

   １枚当たり 

    525円６銭 → 541円31銭 

⑵ 定額部分の額 

    19万8,720円 → 20万2,400円 

〔施行期日〕 

  公布の日 

〔参考法令〕 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令

（令和４年政令第172号） 

令和４年４月６日公布・施行 
 

８９ 米子市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

市 民 二 

福 祉 

行政手続の簡素化による市民の負担軽減を図

るため、市長が個人番号（マイナンバー）を利

用することができる事務及び当該事務において

利用することができる特定個人情報を追加する

ほか、所要の規定の整理を行うため、改正しよ

うとするもの 

〔主な改正内容〕 

１ 生活に困窮する外国人に対する生活保護

の措置に関する事務において利用すること

ができる特定個人情報として、生活保護法 
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 による被保護者健康管理支援事業の実施に

関する事務に係る情報を追加することとす

る。 

２ 個人番号（マイナンバー）を利用するこ

とができる事務に、生活保護法による被保

護者健康管理支援事業の実施に関する事務

を追加することとする。 

３ 特別医療費の助成に関する事務において

利用することができる特定個人情報とし

て、国民健康保険法による保険給付の資格

者等に関する情報を追加することとする。 

〔施行期日〕 

  １及び２については、公布の日 

  ３については、令和５年10月１日 

〔関係法令〕 

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号） 
 

９０ 米子市特別医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の

制定について 

市 民 二 特別医療費の助成を受けようとする者の負担

軽減を図るため、特定の疾病にかかっており、

かつ、所定の障がいを有する被保険者等に対す

る医療費の助成の方法について整備するととも

に、特別医療費の助成を受けるための手続にお

ける書類の添付を省略することができることと

するため、改正しようとするもの 

〔主な改正内容〕 

１ 身体上の障害の程度が３級である者、知

的障害者（重度を除く。）と判定された

者、精神障害の程度が２級又は３級である

者等として医療費の助成を受けることがで

きる者が特定疾病の療養又は医療を受けた

場合のその医療費の助成は、医療機関等に

支払う方法により行うこととする。 

２ 特別医療費受給資格証の交付申請の手続

において申請書に添付することとされてい

る書類について、市長が認める場合は、そ

の全部又は一部の添付を省略することがで  
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 きることとする。 

〔施行期日〕 

  公布の日 
 

９１ 米子市国民健康保険条例の一部

を改正する条例の制定について 

保 険 非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減

の対象者を把握する際に、当該失業者が、マイ

ナンバーカードにより雇用保険の受給資格の確

認を受けた場合に交付される「雇用保険受給資

格通知」を用いることができることとするた

め、改正しようとするもの 

〔主な改正内容〕 

特例対象被保険者等（非自発的失業者）に

係る国民健康保険料の軽減のために必要な届

出に当たり、当該軽減の対象者を把握するた

めに提示を求める書類として、雇用保険受給

資格通知を加えることとする。 

〔施行期日〕 

  公布の日 

〔参考法令〕 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省

令（令和４年厚生労働省令第130号） 

令和４年９月15日制定 

令和４年10月１日施行 
 

９２ 米子市フレイル対策推進基金条

例の制定について 

健康対策 本市におけるフレイル対策の全市的な展開が

推進されることを意図としてされる寄附金を原

資として資金を積み立て、民間企業との協働に

よるフレイル対策に関する事業の実施に要する

費用に充てるため、米子市フレイル対策推進基

金を設置することとし、その設置及び管理に関

し必要な事項を定めるため制定しようとするも

の 

〔主な制定内容〕 

米子市フレイル対策推進基金に関し、次に

掲げる事項を定めることとする。 

⑴ 設置目的 

⑵ 積立て及び管理 

⑶ 運用 
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⑷ 処分 

〔施行期日〕 

  公布の日 
 

９３ 事業契約の締結についての議決

の一部変更について 

調 査 鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町

庁舎整備等事業に係る事業契約の締結について

の議決（令和３年３月24日議決）の一部を変更

しようとするもの 

 変更事項 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大、国

際紛争等による物価及び人件費の著しい高騰

に伴う契約金額の増 

  「644,424,355円」 

     ↓（＋35,934,705円） 

  「680,359,060円」 
 

９４ 令和４年度米子市一般会計補正

予算（補正第６回） 
 

財 政 明細別紙 

９５ 令和４年度米子市国民健康保険

事業特別会計補正予算（補正第

１回） 
 

財 政 明細別紙 

９６ 令和４年度米子市介護保険事業

特別会計補正予算（補正第２

回） 
 

財 政 明細別紙 

９７ 令和４年度米子市後期高齢者医

療特別会計補正予算（補正第１

回） 
 

財 政 明細別紙 
 

９８ 令和４年度米子市水道事業会計

補正予算（補正第１回） 
 

水 道 局 明細別紙 
 

９９ 令和４年度米子市下水道事業会

計補正予算（補正第３回） 
 

下水道企

画 

明細別紙 
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（追加予定議案） 

 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて 
 

人権政策 任期満了によるもの ４人 

 


